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　１１

て
参
加
す
る
こ
と

と
し
、
開
発
・
供

給
に
当
た
っ
て
は

N
M
I
J
、
日
本

電
気
計
器
検
定

所
、
指
定
校
正
機

関
等
と
が
緊
密
に

連
携
を
行
っ
た
上

で
実
施
す
る
こ
と

が
必
要
で
あ
る
。

　
ま
た
、
日
本
電
気
計
器
検

定
所
及
び
指
定
校
正
機
関

は
、
C
I
P
M
／
M
R
A
に

お
け
る
 

と
同
等
の
役
割
を
持
つ

こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

　
経
済
産
業
大
臣
に
よ
る
指

定
校
正
機
関
の
指
定
に
当

た
っ
て
は
、
N
M
I
J
の
技

術
的
な
知
見
、
C
I
P
M
の

動
向
を
踏
ま
え
て
判
断
す
る

こ
と
が
適
切
で
あ
る
。
そ
の

た
め
、
経
済
産
業
大
臣
は
必

要
に
応
じ
、
N
M
I
J
に
対

し
て
、
意
見
を
述
べ
さ
せ
る

か
又
は
調
査
を
行
わ
せ
る
こ

と
を
検
討
す
る
。

・
N
M
I
J
、
日
本
電
気
計

器
検
定
所
及
び
指
定
校
正
機

関
は
、
国
家
計
量
標
準
の
供

給
機
関
と
し
て
、
I
S
O
／

I
E
C
1
7
0
2
5
（
試
験

所
及
び
校
正
機
関
の
能
力
に

関
す
る
一
般
要
求
事
項
）、I

S
O
ガ
イ
ド
　
（
標
準
物
質
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生
産
者
の
能
力
に
関
す
る
一

般
要
求
事
項
）
等
の
要
件
を

満
た
す
こ
と
が
必
要
で
あ

る
。

　
国
家
計
量
標
準
の
指
定
等

（ⅱ）に
お
け
る
総
合
調
整
機
能
の

充
実

　
現
行
の
枠
組
み
で
は
、
N

M
I
J
、
日
本
電
気
計
器
検

定
所
及
び
指
定
校
正
機
関

が
、
経
済
産
業

省
に
国
家
計
量

標
準
と
し
て
指

定
す
る
こ
と
が

ふ
さ
わ
し
い
も

の
又
は
そ
の
取

消
し
を
す
べ
き

も
の
を
提
案
し

て
い
る
。
そ
れ

を
受
け
て
、経
済
産
業
省
は
、

知
見
を
有
す
る
N
M
I
J
に

相
談
し
、
助
言
を
受
け
た
上

で
、
適
合
性
を
判
断
し
、
経

済
産
業
大
臣
が
計
量
行
政
審

議
会
へ
の
諮
問
・
審
議
を
経

た
上
で
指
定
を
行
っ
て
い

る
。

　
し
か
し
、
必
要
な
国
家
計

量
標
準
の
指
定
が
円
滑
に
行

わ
れ
る
よ
う
、
以
下
の
よ
う

な
見
直
し
を
行
う
こ
と
を
検

討
す
る
。

　
　
国
家
計
量
標
準
（
特
定

a）
副
標
準
器
を
含
む
。）の
指
定

又
は
そ
の
取
消
し
に
つ
い
て

の
提
案
は
、
日
本
電
気
計
器

検
定
所
、
指
定
校
正
機
関
等

か
ら
N
M
I
J
に
対
し
て
行

う
こ
と
と
す
る
。

　
　
N
M
I
J
は
、
経
済
産

b）
業
大
臣
に
意
見
を
述
べ
る
か

又
は
調
査
に
基
づ
く
報
告
等

を
行
う
。
こ
の
機
能
は
、
計

量
法
に
規
定
す
る
こ
と
を
検

討
す
る
。

　
　
経
済
産
業
大
臣
は
N
M

c）
I
J
の
意
見
等
を
受
け
て
、

計
量
行
政
審
議
会
へ
の
諮

問
・
審
議
を
経
た
上
で
、
指

定
を
行
う
。

　
　
N
M
I
J
は
、
現
行
は

d）
経
済
産
業
省
が
告
示
に
よ
り

示
す
国
家
計
量
標
準
及
び
特

定
二
次
標
準
器
に
係
る
情

報
、
さ
ら
に
指
定
計
量
標
準

（
仮
称
）
に
係
る
情
報
を
体

系
的
に
整
理
し
、
校
正
事
業

者
等
に
わ
か
り
や
す
い
デ
ー

タ
ベ
ー
ス
を
構
築
し
て
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
で
公
開
す
る
こ
と

と
す
る
。

　
関
係
機
関
と
の
連
携
に
よ

（ⅲ）る
計
量
標
準
開
発
の
推
進

　
上
記
に
加
え
、
N
M
I
J

に
よ
る
国
家
計
量
標
準
等
の

開
発
・
整
備
も
効
率
的
か
つ

迅
速
に
行
う
必
要
が
あ
る
。

こ
の
た
め
、
日
本
電
気
計
器

検
定
所
及
び
指
定
校
正
機
関

に
加
え
、
関
係
府
省
傘
下
の

研
究
機
関
や
民
間
の
研
究
機

関
と
の
共
同
研
究
な
ど
の
連

携
を
推
進
す
る
。

　
「
指
定
計
量
標
準
（
仮
称
）

（ⅳ）制
度
」
の
創
設

　
計
量
標
準
を
機
動
的
に
整

備
す
る
た
め
、
国
家
計
量
標

準
が
開
発
さ
れ
て
い
な
い
場

合
に
、
海
外
の
計
量
標
準
や

民
間
の
計
量
標
準
を
用
い
る

な
ど
、
迅
速
に
計
量
標
準
を

供
給
す
る
枠
組
み
の
創
設
が

必
要
で
あ
る
。

　
具
体
的
に
は
、
国
家
計
量

標
準
か
ら
直
接
校
正
さ
れ
て

い
な
い
が
、
国
家
計
量
標
準

か
ら
直
接
校
正
さ
れ
た
も
の

（
特
定
二
次
標
準
器
）
と
同

等
と
み
な
す
計
量
標
準
を
経

済
産
業
大
臣
が
指
定
す
る
制

度
と
し
て
「
指
定
計
量
標
準

（
仮
称
）
制
度
」
を
創
設
す

る
。

　
指
定
計
量
標
準
（
仮
称
）

と
は
、
国
際
競
争
力
の
強
化

や
国
民
の
安
全
・
安
心
の
確

保
の
た
め
に
早
急
に
整
備
す

る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
場
合

に
、

　
　
N
I
S
T
等
、
海
外
の

a）
N
M
I
が
供
給
し
、
C
I
P

M
／
M
R
A
に
す
で
に
登
録

さ
れ
、
国
際
整
合
性
が
確
保

さ
れ
て
い
る
計
量
標
準
の
ほ

か
、

　
　
現
時
点
で
は
、
国
家
計

b）
量
標
準
レ
ベ
ル
の
水
準
に
は

至
っ
て
い
な
い
、
あ
る
い
は

国
際
整
合
性
が
確
保
さ
れ
て

い
な
い
が
、
産
業
界
、
学
会

等
の
関
係
者
間
の
合
意
の
下

で
利
用
さ
れ
て
い
る
計
量
標

準
や
認
定
・
認
証
、
先
端
研

究
開
発
、
技
術
的
法
規
制
等

新
た
な
分
野
で
暫
定
的
に
使

用
さ
れ
て
い
る
計
量
標
準
に

つ
い
て
、
将
来
的
に
研
究
開

発
等
を
経
て
、
国
家
計
量
標

準
レ
ベ
ル
の
水
準
に
至
る
ま

で
の
期
間
、
暫
定
的
に
国
家

計
量
標
準
の
代
替
と
な
る
計

量
標
準
（
主
に
標
準
物
質
）

等
を
指
す
。

　
ま
た
、指
定
計
量
標
準（
仮

称
）
制
度
は
、
計
量
法
の
規

定
に
よ
っ
て
経
済
産
業
大
臣

が
指
定
す
る
（
計
量
法
に
よ

り
、
こ
の
大
臣
の
事
務
は
N

M
I
J
が
行
う
こ
と
を
規
定

す
る
こ
と
も
検
討
す
る
。）も

の
と
し
、
J
C
S
S
に
お
い

て
、
特
定
二
次
標
準
器
と
同

等
の
も
の
と
し
て
扱
う
こ
と

を
検
討
す
る
。

　
な
お
、指
定
す
る
際
に
は
、

対
外
的
な
透
明
性
・
信
頼
性

の
確
保
に
留
意
す
る
こ
と
が

重
要
で
あ
る
。

　
ユ
ー
ザ
ー
の
需
要
の
把
握

（ⅴ）及
び
優
先
順
位
付
け
を
行
う

場
の
設
置

　
以
上
　
〜
　
を
十
分
に
機

（ⅰ）

（ⅳ）

能
さ
せ
た
と
し
て
も
、
必
要

と
さ
れ
る
計
量
標
準
の
整
備

に
は
長
期
間
を
要
す
る
。
し

た
が
っ
て
、
N
M
I
J
が
運

営
す
る
N
M
I
J
計
測
ク
ラ

ブ
等
を
活
用
し
、
日
頃
か
ら

具
体
的
な
要
望
を
定
期
的
に

収
集
し
、
ユ
ー
ザ
ー
の
需
要

を
十
分
に
把
握
す
る
と
と
も

に
、
要
望
窓
口
を
設
け
て
改

善
提
案
を
収
集
す
る
必
要
が

あ
る
。
そ
の
上
で
、
そ
れ
ら

の
優
先
順
位
を
明
確
に
整
理

す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

ま
た
、
ユ
ー
ザ
ー
の
需
要
が

あ
る
場
合
に
計
量
標
準
の
活

用
と
当
該
分
野
の
制
度
と
の

調
和
を
図
る
た
め
、
必
要
に

応
じ
、
関
係
府
省
と
の
連
携

を
進
め
る
必
要
が
あ
る
。
そ

の
た
め
、
需
要
全
体
を
把
握

し
、
計
量
標
準
の
活
用
を
実

現
す
る
た
め
の
調
整
を
行
う

場
を
設
け
る
。

　
す
な
わ
ち
、
分
野
ご
と
に

産
業
界
、
学
会
、
関
係
府
省

等
の
関
係
者
が
W
G
を
作

り
、
整
備
す
べ
き
計
量
標
準

の
優
先
順
位
付
け
、
整
備
方

法
、
分
担
等
に
つ
い
て
検
討

を
行
う
場
を
設
置
す
る
。

　
具
体
的
に
は
、

　
　
実
現
可
能
性
調
査
の
段

a）
階
で
は
、
関
係
府
省
、
関
係

府
省
傘
下
の
研
究
機
関
も
参

加
し
て
い
る
国
際
計
量
研
究

連
絡
委
員
会
及
び
同
委
員
会

の
分
科
会
を
活
用
す
る
。

　
　
計
量
標
準
の
整
備
が
具

b）
体
化
し
、
国
際
相
互
承
認
や

利
用
分
野
に
お
け
る
規
制
制

度
等
と
の
調
和
に
係
る
検
討

が
必
要
と
な
っ
た
段
階
で

は
、
計
量
行
政
審
議
会
計
量

標
準
部
会
の
下
に
小
委
員
会

等
を
置
い
て
審
議
す
る
。

等
を
検
討
す
る
。

（
次
号
以
下
に
つ
づ
く
）
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国
家
計
量
標
準
の
国
際
整

（ⅴ）合
性
確
保
の
必
要
性

　
国
際
競
争
力
の
強
化
や
国

際
的
に
通
用
す
る
ワ
ン
ス

ト
ッ
プ
・
テ
ス
テ
ィ
ン
グ
を

実
現
す
る
観
点
か
ら
、
世
界

的
な
経
済
活
動
に
必
要
不
可

欠
な
計
量
標
準
の
先
進
国
と

の
整
合
性
、
ア
ジ
ア
な
ど
途

上
国
へ
の
技
術
協
力
を
含

め
、
国
際
整
合
化
を
図
る
。

形
具
体
的
方
針

　
関
係
機
関
が
連
携
し
た
国

（ⅰ）家
計
量
標
準
の
開
発
・
供
給

体
制
の
構
築
と
役
割
分
担

・
我
が
国
の
国
家
計
量
標
準

の
開
発
・
供
給
体
制
の
中
核

で
あ
る
N
M
I
J
は
、
例
え

ば
、米
国
の
同
様
の
機
関（
N

I
S
T
）
と
比
べ
て
人
員
・

予
算
の
規
模
が
小
さ
く
、
N

M
I
J
単
独
で
同
等
の
機
能

を
果
た
し
て
い
く
こ
と
は
今

後
と
も
困
難
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
N

M
I
J
、
日
本
電
気
計
器
検

定
所
及
び
指
定
校
正
機
関

（
関
係
府
省
傘
下
を
含
む
研

究
機
関
等
）
が
連
携
し
、
我

が
国
の
関
係
機
関
が
一
体
と

な
っ
て
欧
米
の
国
家
計
量
標

準
機
関
と
同
等
の
機
能
を
果

た
し
て
い
く
こ
と
を
目
指
す

こ
と
が
合
理
的
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。

　
関
係
機
関
の
力
を
結
集
し

て
開
発
・
供
給
体
制
を
構
築

す
る
た
め
に
は
、
ど
の
機
関

が
ど
の
計
量
標
準
を
整
備
す

る
か
、
ど
の
よ
う
な
役
割
を

果
た
す
べ
き
か
を
判
断
す
る

総
合
調
整
機
能
が
必
要
で
あ

る
。
こ
の
機
能
は
、
計
量
法

で
は
経
済
産
業
大
臣
の
役
割

と
さ
れ
て
お
り
、
経
済
産
業

省
及
び
N
M
I
J
が
そ
の
機

能
を
果
た
し
て
き
て
い
る
。

こ
の
総
合
調
整
機
能
を
実
際

に
機
能
さ
せ
る
た
め
に
、
経

済
産
業
省
は
、
基
本
方
針
、

枠
組
み
の
設
計
な
ど
企
画
機

能
に
つ
い
て
責
任
を
果
た
す

必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
N
M

I
J
は
、
自
ら
国
家
計
量
標

準
を
供
給
す
る
と
と
も
に
、

様
々
な
機
関
に
委
ね
る
部
分

を
技
術
的
に
明
ら
か
に
す
る

な
ど
実
施
に
つ
い
て
責
任
を

果
た
す
必
要
が
あ
る
。

　
な
お
、
N
M
I
J
の
役
割

に
つ
い
て
は
、
計
量
法
や
産

業
技
術
総
合
研
究
所
の
中
期

目
標
に
位
置
付
け
、
明
確
化

す
る
こ
と
に
つ
い
て
検
討
す

る
。

・
C
I
P
M
／
M
R
A
に
お

い
て
、N
M
I
J
が
 

と
し
て
、
国
内

の
機
関
が
所
掌
す
る
量
を
定

め
、
計
量
標
準
整
備
の
総
合

調
整
を
果
た
す
こ
と
と
さ
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
枠

組
み
と
で
き
る
限
り
整
合
す

る
よ
う
に
、
N
M
I
J
を
中

核
と
し
て
、
我
が
国
の
計
量

標
準
整
備
を
進
め
る
体
制
と

す
る
。

　
具
体
的
に
は
、
我
が
国
の

国
家
計
量
標
準
を
開
発
・
供

給
す
る
機
関
は
N
M
I
J
を

中
核
と
す
る
C
I
P
M
／
M

R
A
の
枠
組
み
に
原
則
と
し

﹇
第
3
W
G
﹈ 

◇
計
量
標
準
の
整
備
に
つ
い

て
、
準
国
家
計
量
標
準
制
度

（
仮
称
）
を
創
設
す
る
こ
と

は
非
常
に
意
味
が
あ
る
と
考

え
る
。
た
だ
、骨
子
の
中
で
、

現
行
制
度
に
つ
い
て
は
「
関

係
府
省
の
研
究
機
関
と
連
携

し
」と
い
う
文
言
が
あ
る
が
、

新
た
に
創
設
す
る
制
度
に
関

す
る
記
述
に
は
「
関
係
府
省

と
の
連
携
」の
文
言
が
な
い
。

現
場
レ
ベ
ル
で
連
携
し
て
い

て
も
、
担
当
府
省
に
認
め
ら

れ
な
い
こ
と
が
あ
る
た
め
、

是
非
追
記
し
て
い
た
だ
き
た

い
。 

◇
産
業
技
術
総
合
研
究
所
が

業
務
を
実
施
し
や
す
く
す
る

こ
と
が
国
全
体
に
と
っ
て
有

益
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
、

経
済
産
業
大
臣
と
産
業
技
術

総
合
研
究
所
と
の
権
限
や
役

割
分
担
を
明
確
に
す
る
こ
と

は
意
義
が
あ
る
。
ま
た
、「
準

国
家
計
量
標
準
」
制
度
に
お

い
て
は
、
関
係
府
省
と
の
連

携
が
重
要
。
な
お
、「
準
国
家

計
量
標
準
」
と
い
う
言
葉
に

つ
い
て
は
、
も
う
少
し
工
夫

し
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か

と
思
う
。 

◇
ユ
ー
ザ
ー
の
需
要
を
踏
ま

え
て
計
量
標
準
の
整
備
を
進

め
て
い
く
こ
と
に
つ
い
て

は
、
経
済
産
業
省
の
視
点
で

は
産
業
や
経
済
へ
の
効
果
が

重
視
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る

が
、
計
量
標
準
は
基
礎
研
究

等
、
学
術
的
に
果
た
し
て
い

る
役
割
も
大
き
く
、
科
学
の

進
歩
に
も
大
き
く
寄
与
し
て

い
る
の
で
、
こ
の
よ
う
な
需

要
も
取
り
入
れ
て
い
た
だ
き

た
い
。 

◇
産
業
技
術
総
合
研
究
所
の

中
に
国
際
計
量
研
究
連
絡
委

員
会
が
設
置
さ
れ
て
お
り
、

ほ
と
ん
ど
の
関
係
府
省
、
研

究
機
関
が
参
画
し
、
計
量
標

準
に
関
す
る
様
々
な
事
項
に

つ
い
て
検
討
し
て
い
る
。
計

量
標
準
に
関
す
る
総
合
調
整

機
能
を
充
実
す
る
た
め
に

は
、
既
存
の
こ
の
よ
う
な
会

議
に
つ
い
て
、
計
量
行
政
審

議
会
と
の
リ
ン
ク
を
取
る
な

ど
位
置
づ
け
を
明
確
に
し
つ

つ
、
活
用
す
る
こ
と
も
一
案

と
考
え
る
。 

◇
骨
子
に
あ
る
新
た
な
方
向

性
は
、
諸
外
国
と
比
較
し
た

と
き
に
、
特
異
な
も
の
と
な

る
の
か
、
そ
れ
と
も
同
じ
よ

う
な
類
型
の
国
が
あ
る
の

か
。

允
そ
の
他
 

　
今
後
、
各
W
G
に
お
い
て

本
日
の
議
論
を
踏
ま
え
各
W

G
と
し
て
の
報
告
書
の
取
り

ま
と
め
を
予
定
。
次
回
小
委

員
会
で
は
、
こ
の
各
W
G
の

報
告
書
を
基
に
小
委
員
会
と

し
て
の
取
り
ま
と
め
を
行

う
。
時
期
は
4
月
下
旬
か
ら

5
月
下
旬
を
予
定
。（

お
わ
り
）

（
2
6
2
9
号
宇
面
の
つ
づ
き
）

第
3
回
計
量
制
度
検
討
小
委
員
会

議
事
要
旨
棺
　
2
月
　
日
、経
済
産
業
省

21

（
2
6
2
7
号
吋
面
の
つ
づ
き
）

第
3
W
G
の
報
告
書（
案
）鰯

4
月
　
日
開
催
、
経
済
産
業
省
別
館
1
1
2
0
会
議
室
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